
第３次地域福祉計画（素案）に対するパブリックコメント 

 

募集期間：平成２６年７月１８日（金）～８月６日（水） 

受付件数：１件（電子メール） 

 

項 目 ご意見の内容 ご意見に対する方針等 

地域について ①小地域（自治会、町内会、団地、マンション、

商店街など日常生活圏域）。「見守り」など地

域で日常的に支え合い・ふれあいの関係を維

持していくためには、顔見知りが多い、ご近

所がよい。 

②中地域（地区センター管内または中学校区）。

小地域では解決できない、あるいは取り組む

範囲を広げた方がよい課題について、生活圏

域を広げて取り組む。 

③大地域（地域センター管内）。小・中地域で

解決できない課題に取り組む。 

 

あらかじめ「大中小」といった

地域を設定せず、福祉関係諸機関

等と協議のうえ、望ましい地域設

定を行っていく考えです。 

その際、ご提案の地域設定も参

考にさせていただきながら検討し

ていきます。 

拠点について ・中地域を「支え合い」活動の中心（核）に据

え、地区センターを拠点にする。 

・小地域の拠点として、空き店舗、空き家があ

れば、それを利用する。その場合、所有者か

ら無償提供を受けるのが望ましいが、それが

叶わなければ、特例で固定資産税を免除す

る。 

・大地域の拠点は、地域センターとする。 

 

地域の支え合いを醸成する事業

をどう展開するか、その場合、「拠

点」を位置づける必要があるのか

どうか、多角的に検討していきま

す。 

地域福祉コー

ディネーター

について 

地域福祉コーディネーターは、情報収集力、

企画力、コミュニケーション能力、統率力のあ

る人、つまりリーダーシップのある地域の人が

ふさわしい。たとえば市民団体リーダー（元会

社員など）、元公務員（教員を含む）、元社協職

員、民生児童委員、元ＰＴＡ役員などが考えら

れる。市または社協が人選し、市長が委嘱状を

渡す。任期は 2年、再任を妨げない。初任者に

は研修を実施する。 

 地域福祉コーディネーターは一

定の資格（社会福祉士等）を有す

るものが想定されますが、専門機

関に適切、迅速につないでいくこ

とになるため、コーディネートに

必要なスキル・能力を有する福祉

関係業務経験者、ＮＰＯ活動者、

社会福祉協議会職員などが望まし

いと考えています。地域福祉の専

門職として地域の方々から信頼を

得られる身分上の保証も配慮する

必要があると考えています。研修

には可能な限り派遣して、スキル

アップを図ってもらいます。 



支え合い協議

会を設ける 

①支え合いの「核」となる中地域に「地区支え

合い協議会」を設ける。構成メンバーは、中

地域管内の自治会、町内会、老人会、民生児

童委員、ＰＴＡ役員、市民団体、農協、商工

会、福祉事業所、学校、幼稚園・保育園、青

少年健全育成協議会・青少年団体、消防団、

医師会、シルバー人材センター登録者、公営

住宅の生活支援員などとし、地域福祉コーデ

ィネーターが座長を務める。社協職員をオブ

ザーバーとしてアドバイスを受ける。 

地区支え合い協議会は定期的に会合し、地

区の福祉課題、支え合いが必要な課題につい

て、自助・互助・共助のあり方、仕組みづく

りについて協議し、小地域で取り組むもの

（見守り、生活支援、災害時救援など）、中

地域で取り組むもの、そして大地域で取り組

んだ方がよい課題を決める。実行に当たって

は、必要に応じて公助を求める。 

②小地域に「ご近所支え合い協議会」を設ける。

地区支え合い協議会の決定を、地域の実情に

応じて実行するほか、独自の取り組みも行

う。構成メンバーは、地区支え合い協議会に

参加している小地域（ご近所）の人たちとす

る。 

③大地域に「地域支え合い協議会」を設ける。

構成メンバーは、地域センター管内の各地区

協議会の代表者とし、大地域でないと出来な

い課題に取り組む。必要に応じて公助を求め

る。その際、専門家、地域包括支援センター、

行政、医療などの関係機関がアドバイザーの

役割を果たす。 

なお、支え合い活動に参加する人として、

社協に登録しているボランティアや、認知症

サポーター養成講座を受講した「オレンジリ

ング」所有者を活用する。支え合いなので、

報酬はなしとする。 

 

地域支え合いの必要性や重要性

を共有する地域の方々が協議・協

力して諸事業を展開するのにどの

ような組織体が必要か、十分に議

論をしながらそのあり方を検討し

ていきます。 

その際、ご意見の内容も参考に

させていただきながら取り組んで

いきます。 

※「ご意見に対する方針等」は社会福祉審議会で審議のうえとりまとめたものです。 

問い合わせ：福祉保健部福祉総務課 

                                ☎042‐470‐7741 


